










緒言:

　現在,未熟児のうち,養育医療の対象になるものは,昭和 36年 4月(児発第 469

号)及び,昭和 45 年 5 月(児発第 243 号)の改正を経た未熟児養育事業の実施に

ついて(昭和 33 年 9 月・児発第 756 号)により定められた指定養育医療機関に

よって,いわゆる未熟児養育医療を受けることになっている。


